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「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱 
平成 23 年 1 月 31 日制定 

平成 27 年１月１日改正 

第１ 趣旨 

出産育児一時金等（出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。）の

受取代理制度は、被保険者等（健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者

であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。）が医療機関

等（病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。）を受取代理人として出産育児一時金

等を事前に申請し、医療機関等が被保険者等又はその被扶養者（国民健康保険の世帯主

及び組合員以外の被保険者を含む。以下同じ。）に対して請求する出産費用の額（当該

請求額が出産育児一時金等として支給される額を上回るときは当該支給される額）を限

度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、

被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産

費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。 
また、受取代理制度は、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用によ

る負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、

被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができるよう、これを制度化するものである。 
 

 

第２ 対象者 

平成２３年４月１日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する見込みのあ

る被保険者等（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２２条に規定する助産施設

において助産の実施を受ける者及び福祉事業として保険者により実施されている出産の

ために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く。）であって、被保険者等又はそ

の被扶養者が出産予定日まで二か月以内の者とする。 
 

 

第３ 対象医療機関等 

年間の平均分娩取扱い件数が１００件以下の診療所及び助産所や、収入に占める正常

分娩に係る収入の割合が５０％以上の診療所及び助産所を目安として、受取代理制度を

導入する医療機関等は、別に定めるところにより、厚生労働省に対して届け出るものと

する。 

また、当該医療機関等の名称及び所在地については、厚生労働省から保険者に対して

情報提供するものとする。 

 

第４ 被保険者等における手続き 

１ 受取代理申請書の提出 

被保険者等又はその被扶養者が受取代理制度を導入する医療機関等において出産を

予定している被保険者等は、受取代理制度の利用を希望する場合は、別添様式１の出

産育児一時金等支給申請書（受取代理用）（以下「受取代理申請書」という。）に、

必要事項（受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記

載を含む。）を記載の上、出産育児一時金等の支給を求める保険者に対して提出する

別添２ 
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こと。 

 

２ 受取代理申請の取下げ 

予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合など、受取代理申請を取

り下げる場合においては、被保険者等は、速やかに、別添様式２の「出産育児一時金

等受取代理申請取下書」を、受取代理申請書を提出した保険者に提出すること。また、

新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、

被保険者等は、改めて受取代理申請書を作成し、出産育児一時金等の支給を求める保

険者に提出すること。 

 

３ 受取代理人の予定外の変更 

救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合で

あって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の

変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、別添様式３の受取代

理人変更届に必要事項（変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記

名・押印及びその他必要事項の記載を含む。）を記載の上、新たに受取代理人となる

医療機関等を通じて、出産育児一時金等の支給を求める保険者に提出すること。 

 

 

第５ 保険者における事務 
１ 受取代理申請書の受付 

保険者は、被保険者等から、受取代理申請書の提出があった場合には、受取代理制

度の対象医療機関等及び申請対象者であることを確認すること。 
 

２ 申請受付の医療機関等への連絡 

受取代理申請書の受付後、受取代理人である医療機関等に対し、受取代理制度を利

用した出産育児一時金等の申請を受け付けたことを連絡するため、別添様式４の受取

代理申請受付通知書（以下「受付通知書」という。）に必要事項を記載の上、当該医

療機関等に対して送付すること。 
なお、第４の３の受取代理人変更届が送付された場合は、第６の３により変更前の

受取代理人である医療機関等から変更後の受取代理人である医療機関等に通知される

ため、変更後の受取代理人である医療機関等に対する受付通知書の送付は不要である

こと。 
 

３ 出産育児一時金等の支払い 

出産後に受取代理人である医療機関等から送付される出産費用の請求書の写し及び

出産の事実を証明する書類の写しにより出産育児一時金等の支給要件を確認するこ

と。 

出産費用の請求書の写しに対し、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産

科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数２２週に達し

た日以後の出産（死産を含む。以下「加算対象出産」という。）であることを証する

所定の印が押されていた場合は、出産育児一時金等を１万６千円加算し、合計４２万
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円支給すること。 

なお、出産予定日から相当の期間を経過しても、受取代理人である医療機関等から

必要書類の送付がなされない場合は、当該医療機関等に対し、書類の送付について確

認の連絡をすること。 

要件審査の結果、出産育児一時金等の支給を決定した場合、医療機関等から送付さ

れた出産費用の請求書の写しに記載された請求額及び所定の印の有無に応じて、次の

いずれかの取扱いとすること。 

ア 請求額が４２万円（加算対象出産ではない場合は４０万４千円。以下同じ。）以

上である場合 

出産育児一時金等の全額を医療機関等の所定口座へ支払うこと。(請求額が４２

万円超である場合は、当該請求額と４２万円との差額は、被保険者等が医療機関等

に支払うこととなる。) 

イ 請求額が４２万円未満である場合 

請求額として記載されている額を医療機関等の所定口座へ支払い、当該請求額と

４２万円との差額については、被保険者等に対し支払うこと。 

なお、出産育児一時金等に係る付加給付を行う保険者においては、上記の取扱い中

「４２万円」を「付加相当額を含む支給額」として取り扱うものとする。 
また、第４の３の受取代理人変更届により、受取代理人の変更がなされた場合には、

変更後の受取代理人となる医療機関等に対して、出産育児一時金等の支払いを行うも

のとする。 
 

４ 受取代理申請書の返戻等 
受取代理申請書の受付後に被保険者等が資格喪失等により出産育児一時金等の支給

対象者でなくなった場合は、受取代理申請書の備考欄に「資格喪失等のため申請書を

返戻」する旨を追記し、記名・押印の上、速やかに受取代理申請書を被保険者等に返

戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対し、その写しを送付すること。 

また、被保険者等により申請が取り下げられた場合には、受取代理申請書の備考欄

に「申請取下げのため返戻」する旨を追記し、記名・押印の上、速やかに被保険者等

に返戻するとともに、受取代理人であった医療機関等に対し、その写しを送付するこ

と。 
 
 
第６ 医療機関等における事務 
１ 受取代理申請書への記載 

受取代理制度を導入する医療機関等は、被保険者等から求めがあった場合には、受

取代理申請書に記名・押印及びその他の必要事項を記載すること。 
 

２ 出産費用請求報告書等の送付  
受取代理人となった医療機関等は、出産後、第５の２による受付通知書の送付を受

けた保険者に対して、別添様式５の出産費用請求報告書、出産費用の請求書の写し及

び出産の事実を証明する書類の写しを送付すること。なお、加算対象出産の場合には、

所定の印が押印された出産費用の請求書の写しを送付すること。 
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 ３ 受取代理人変更届への記載等 

第４の３の場合には、変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等は、被保険

者等の求めに応じ、受取代理人変更届に記名・押印等を行うこと。 
また、変更前の受取代理人である医療機関等は、変更後の受取代理人である医療機

関等に対して、第５の２の受付通知書を送付すること。 
さらに、変更後の受取代理人である医療機関等は、２の出産費用請求報告書等の送

付の際に、受取代理人変更届を保険者あて送付すること。 
 

 

第７ その他留意事項 

１ 受取代理制度を導入する医療機関等における出産であっても、受取代理制度を利用

するかどうかは、被保険者等の選択によるものであること。 
 
２ 直接支払制度の導入が困難である医療機関等においては、受取代理制度の導入が義

務付けられるものではないが、第１の趣旨に鑑み、特段の支障のない限り、被保険者

等の希望に沿うように努められたいこと。 
 
 



（様式１）

〒

〒

（あて先）

出産育児一時金等支給申請書（受取代理用）

申
請
者

（
被
保
険
者

、
世
帯
主
又
は
組
合
員

）
が
記
入
す
る
と
こ
ろ

被保険者証 記号 番号

申請者（被保険者、
世帯主又は組合員）

※「申請者」は健康保険・船
員保険の場合は被保険者、
国民健康保険の場合は世
帯主又は組合員となります。

氏名

（フリガナ）

印

住所

（フリガナ）

電話　　　  　　　（　　　　　　）

生年月日 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

出産予定日・数 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日　　　　　単　・　多（　　　胎）

出産予定者

※申請者と同一の場合は不
要です

氏名

（フリガナ）

生年月日 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

出産予定
医療機関等

名称

（フリガナ）

所在地

（フリガナ）

口座
名義

（フリガナ）

申請者又は出産予定者が出産予定日から6か月以内に健康保険又は船員保険の資格を既に喪失している場合は、以下
のいずれかに記載をお願いします。

申請者本人の退職等により、健康保険又は船員保険の被保険者
資格喪失後、６か月以内に出産することによる申請である場合、
資格喪失後に加入している保険者名と記号・番号

保険者名

記号 番号

申請者に対す
る支払金融機
関

　

預金
種別

口座
番号

申請者本人の家族が被扶養者認定後、6か月以内に出産するこ
とによる申請である場合は、その家族が被扶養者認定前に加入
していた保険者名と記号・番号

保険者名

記号 番号

（備考欄）

受
取
代
理
人
の
欄

　申請者（　　　　　　　　　　）（以下「甲」という。）は、医療機関等である（　　　　　　　　　　　　　　　）（以下「乙」とい
う。）を代理人と定め、次の権限を委任します。また、甲は、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
は利用しません。

　甲が請求する出産育児一時金等のうち、乙が甲に対して出産に関し請求する費用の額
※

の受領に関すること。
　※　出産育児一時金等の支給額(保険者が出産育児一時金等に係る付加給付を行う場合には、　付加相当額を含む)を上限とする。

　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　甲の住所

　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　乙の所在地

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　電話　　　　　　　　（　　　　　　　　）

受取代理人に
対する支払金
融機関

　

預金
種別

口座
番号

口座
名義

（フリガナ）

店・本店

支店・出張所

銀行

金庫

信組
１：普通 ４：通知

２：当座 ５：貯蓄

３：別段

店・本店

支店・出張所

銀行

金庫

信組
１：普通 ４：通知

２：当座 ５：貯蓄

３：別段

※ 健康保険法第１０６条又は船員保険法第７３条の規定により、１年以上健康保険又は船員保険の被保険者であった方が被保険者資格喪失後、６か月以内に出産された場

合、資格を喪失した最後の保険者から出産育児一時金の支給を受けることができます。



（様式２）

取下げの理由

備　考

※「申請者」は健康保険・船員保険の場合は被保険者、国民健康保険の場合は世帯主又は組合員となります。

出産予定日 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

出産育児一時金等受取代理申請取下書

　平成　　　　年　　　　月　　　　日に申請しました出産育児一時金等の受取代理申請を下記のとおり取り
下げます。

記

被保険者証 記号 番号

出産予定者

氏　名

（フリガナ）

生年月日 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

平成　　　　年　　　　月　　　　日

（あて先）

（申請者
※

） 住所



（様式３）

記

平成　　　　年　　　　月　　　　日

（あて先）

（申請者
※

） 住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

被保険者証
記号

番号

受取代理人変更届

　受取代理人の変更について下記のとおり提出いたします。

※　｢申請者｣は健康保険・船員保険の場合は被保険者、国民健康保険の場合は世帯主又は組合員となります。
※※｢乙｣・｢丙｣の所在地・名称については、それぞれ変更前の医療機関等・変更後の医療機関等にて記入・押印が必要です。

　申請者（　　　　　　　　　　）（以下「甲」という。）は、医療機関等である（　　　　　　　　　　　　　　　）（以下「乙」という。）
を代理人と定め、平成　　　　年　　　　月　　　　日付にて委任した出産育児一時金等の受領に関する権限につい
て、乙に替えて、新たに医療機関等である（　　　　　　　　　　　　　　　）（以下「丙」という。）を代理人として定め、これ
を委任します。
　
　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　甲の住所

　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　乙の所在地
※※

　　　　　　　　名称
※※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　電話　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　　　　　丙の所在地
※※

　　　　　　　　名称
※※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　電話　　　　　　　　（　　　　　　　　）

受取代理人に
対する支払金
融機関

　

預金
種別

口座
番号

口座
名義

（フリガナ）

店・本店

支店・出張所

銀行

金庫

信組
１：普通 ４：通知

２：当座 ５：貯蓄

３：別段



（様式４）

〒

（保険者名）

（所在地）

付加給付金相当額

貴院が代理受領することが
できる額の上限（①と②の合
計額）

　

　　　　　　　　　　※　産科医療補償制度対象出産でない場合は、　　　　　　　　円となります。
　　　　　　　　　　　※※　多胎の場合は、出産数を乗じた額となります。

　①　出産育児一時金４２万円（産科医療補償制度対象出産でない場合は４０万４千円）
　②　付加給付金相当額（　　　　　　　　）円

　なお、出産育児一時金又は家族出産育児一時金の支給のためには、当該被保険者等又は被扶養者
の出産後、貴院から、

　・　出産費用の請求書の写し
　　※　産科医療補償制度対象出産の場合は、所定の印が押印された請求書の写し
　・　出産の事実を証明する書類の写し

を送付いただく必要があります。
　
　出産後速やかに下記あて送付いただきますよう、お願いいたします。

出産予定日・数 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日　　　　単　・　多（　　　胎）

出産予定者
※被保険者等と同一の場合は省略

氏名

（フリガナ）

生年月日 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

被保険者等

氏名

（フリガナ）

住所

（フリガナ）

生年月日 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

受付日 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

（あて先）

受取代理申請受付通知書

　受取代理制度により、以下の被保険者等（健康保険・船員保険の被保険者、国民健康保険の世帯主又
は組合員をいう。）から、貴院を受取代理人とする出産育児一時金等の支給申請がなされましたので、ご連
絡いたします。

円



（様式５）

（フリガナ）

〒 （フリガナ）

出産の事実を証明する書類（写） 別添のとおり

被保険者、世帯主又は組合員

氏名

住所

請　求　金　額

出産費用請求書(写） 別添のとおり

出産費用請求報告書

　標記について、下記のとおり報告します。

記

被保険者証 記号 番号

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

平成　　　　年　　　　月　　　　日

（あて先）

（医療機関等） 所在地


